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学校徴収金振替口座の解約について 

 

平素は、本校教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、学校徴収金の振替による徴収が 11月 28日（月）の引き落としをもちましてすべて終了し

ました。今後引き落としはありませんが、年度末決算における残額等の返金を予定しております。 

 

つきましては、現在開設されています学校徴収金の振替口座は、 

解約をしないようにお願いします。 

 

１・２年生は、来年度も同口座より引き続き振替処理を行います。 

３年生は、年度末決算時の返金実施後以降に解約をお願いします。 

 

 

 

返金日についてのご案内は、確定し次第、書面にてお知らせいたします。 

また、学校徴収金が未納となっているご家庭につきましては、別途本日通知しておりますので、 

速やかに納入していただきますようにお願いします。 

 

ご不明な点がございましたら、本校事務室 事務室（℡ 06-6702-5775）までお問合せください。 

 

 

 

右の QRコードより本校のホームページにアクセスすることで、 

日々の子どもたちの教育活動や学校の様子をご覧いただけます。 

 

 


